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(2)  志願できる高等学校、学科・コース 

・ いなべ総合学園高等学校（総合学科）    ・ 川越高等学校（国際文理科） 

・ 飯野高等学校（英語コミュニケーション科） ・ 津西高等学校（普通科、国際科学科） 

・ 津東高等学校（普通科）            ・ 久居高等学校（普通科） 

・ 名張青峰高等学校（普通科、文理探究コース）・ 名張高等学校（総合学科）   

・ 松阪商業高等学校（国際教養科）      ・ 飯南高等学校（総合学科） 

・ 宇治山田商業高等学校（国際科）      ・ 鳥羽高等学校（総合学科） 

・ 尾鷲高等学校（普通科、プログレッシブコース、情報ビジネス科、システム工学科） 

・ 木本高等学校（総合学科）         ・ 紀南高等学校（普通科） 

・ 北星高等学校（普通科（昼間部）、情報ビジネス（昼間部）） 

・ みえ夢学園高等学校（総合学科（午前の部）、総合学科（午後の部）） 

 

(3) 入学願書等の受付期間、受付時間及び検査実施日 

志願対象者 受 付 期 間  及 び  受 付 時 間 検査実施日 

海外帰国生徒・ 

外国人生徒等 

全日制 

２月２１日（金）から２月２７日（木）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

９時から１６時まで（締切日は１２時まで） 
３月１０日（火）

昼 間 

定時制 

２月２１日（金）から２月２６日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

１３時から２０時まで（締切日は１７時まで） 

令和２年２月２７日

以降に帰国した海外

帰国生徒等 

２月２８日（金）から７月３１日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

９時から１６時まで（締切日は１２時まで） 

各高等学校が指定

する日 

※ 「各高等学校が指定する日」は、当該学年の進級認定に必要な出席日数を満たすことが可能な

日までとする。 

 

(4) 検査内容等 

   ア 海外帰国生徒等の場合 

         国語、数学、外国語（英語）及び作文と面接 

     イ 外国人生徒等の場合 

         作文と面接  

なお、作文と面接の使用言語については、母語（または英語）又は日本語により実施できる 

こととし、各高等学校長が定めるものとする。 

       また、各高等学校長の判断により基礎学力検査を課すことができる。 

 

(5) 検査会場     志願先高等学校 

 

(6) 選抜方法 

出身中学校等から送付された調査書（様式４）、選抜のための学力検査の成績及び面接・作文

の結果等を資料とし、自校の教育を受ける能力・適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行い、

合格者を決定する。 

 

(7) 合格者の決定 

合格者は、合否判定会議の審議に基づき、各高等学校長が決定する。 
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第８ スポーツ特別枠選抜 

１ 募 集  

(1) スポーツ特別枠選抜を実施する高等学校の募集競技、募集学科及び募集人数等 

スポーツ特別枠選抜を実施する高等学校の募集競技、募集学科及び募集人数は別表５に、各

高等学校の「応募資格」「実技検査」「選抜方法」は別表６にそれぞれ示すとおりとする。 

 

(2) 応募資格 

    スポーツ特別枠選抜を志願できる者は、第１・１・(1)の応募資格を有する者及び「令和２年

度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」に定める入学志

願のできる者のうち、別表６に定める各高等学校の「応募資格」を有する者とする。なお、

「通学区域に関する規則」別表特例２により、第１・１・(3)の志願できる区域にかかわらず入

学志願できる。 

 

(3) 募集方法 

ア 入学願書等の受付期間及び受付時間 

受  付  期  間 受  付  時  間 

１月２７日(月)から１月３０日(木)まで 
９時から１６時まで 

（締切日は９時から１５時までとする。） 

   （備考） 郵送の場合は、受付締切期限までに必着のこと。 

イ 応募手続 

(ア) 志願者は、スポーツ特別枠選抜を実施する高等学校のうち、１校の１競技、１学科・コー

スについてのみ出願できる。 

なお、志願した高等学校の同一学科において前期選抜が実施される場合は、同時に当該学

科の前期選抜へも志願することとなる。ただし、普通科については、保護者の転住を伴わず

県外から入学志願できる高等学校以外の高等学校に志願学区外から志願する場合は、この限

りではない。 

   また、スポーツ特別枠選抜への志願者は、連携型中高一貫教育に係る選抜、特別選抜への

出願はできない。 

(イ) 志願者は、入学願書（様式１）、収入証紙納付書（様式２）、受検票（様式３）、スポー

ツ特別枠自己推薦書（様式１９）及びスポーツ特別枠選抜入学確約書（様式２４）に所定の

事項を記入して、出身中学校等の校長に提出する。なお、入学願書及び受検票の上部の〇の

中に、「ス」と記入する。 

ただし、既に中学校等を卒業した志願者については、スポーツ特別枠自己推薦書及びスポ

ーツ特別枠選抜入学確約書に出身中学校等の校長の押印を必要としない。 

また、スポーツ特別枠自己推薦書の「自己推薦理由」の欄は、志願者の直筆により作成す

る。（鉛筆書き可、訂正印不要） 

   (ウ)  出身中学校等の校長は、志願者から提出された上記(イ)の書類に誤りのないことを確認

し、所定の様式により作成した調査書（様式４）を添えて、志願先高等学校長に提出する。 

 

２ 検 査  

(1) 検査内容 

      第２・２・(1)の検査内容及び各高等学校が定める実技検査等を実施する。 

                                    （別表２、６参照）
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(2) 期日及び会場    

ア 期  日    令和２年２月６日（木）、７日（金） 

（学力検査については、２月６日（木）に実施し、前期選抜と同じ日程

で行う。また、学力検査以外の検査の日程及び方法等については、当該

高等学校長が志願者に適宜通知する。） 

イ 会  場    志願先高等学校 

 

 

３ 追検査 

(1) 追検査を受けられる者 

スポーツ特別枠選抜を志願する者のうち、検査の当日、病気等やむを得ない理由によってそ

の一部又はすべてを受けられなかった者で、追検査を希望する者。 

 

(2) 受検の手続 

令和２年２月７日（金）１２時までに出身中学校等の校長を通して志願先高等学校長にその

旨を申し出るとともに、スポーツ特別枠選抜追検査受検願書（様式１０）に必要事項を記

入のうえ、追検査受検の理由を証明する書類（医師の診断書等）及び受検票（様式３）を添

えて、速やかに志願先高等学校長に提出する。ただし、２月７日（金）に検査を実施する高等

学校においては、２月７日（金）１７時までに、志願先高等学校長にその旨を申し出るととも

に、所定の手続を行う。 

なお、手続には、入学者選抜又は入学者選考事務に係る証明書（様式２５）の提示を必要と

する。 

既に中学校等を卒業した志願者については、原則として本人が手続を行う。また、県外から

の志願者については、原則として保護者が手続を行う。 

 

(3) 期日及び会場    

ア  期  日    令和２年２月１２日（水） 

イ 会  場    志願先高等学校 

    詳細については、当該高等学校長が志願者に適宜通知する。 

 

(4) 報 告 

   学力検査を実施する高等学校で追検査を希望する申し出があれば、当該高等学校長は速やか

に追検査を実施する教科、人数を三重県教育委員会事務局高校教育課に報告する。 

 

 

４ 選抜方法     

各高等学校の選抜方法は、別表６に示すとおりとする。 

    

 

５ 合格内定者の決定 

(1)  合格内定者は、合否判定会議の審議に基づき、各高等学校長が決定する。 

 

 (2) スポーツ特別枠選抜において合格内定とならなかった者は、第２・４により前期選抜の志願

者として選抜する。 
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６ 合格内定の通知 

(1) 各高等学校長は、令和２年２月１４日（金）９時３０分に、選考の結果をスポーツ特別枠選

抜結果通知書（様式２０）により出身中学校等の校長に通知し、合格内定者には出身中学校等

の校長を通じてスポーツ特別枠選抜合格内定通知書（様式２１）を交付する。また、前期選

の志願者として合格内定した場合は、前期選抜合格内定通知書（様式２１）を交付する。な

お、スポーツ特別枠選抜結果通知書、スポーツ特別枠選抜合格内定通知書、前期選抜合格内定

通知書を受領する際は、入学者選抜又は入学者選考事務に係る証明書（様式２５）の提示を必

要とする。 

合格内定者のうち、既に中学校等を卒業した者については、令和２年２月１４日（金）に、

スポーツ特別枠選抜合格内定通知書を志願者に直接交付する。なお、前期選抜の志願者として

合格内定した場合は、前期選抜合格内定通知書を志願者に直接交付する。 

 

(2) 合格内定の通知を受けた者は、三重県立高等学校に改めて志願することはできないものとす

る。 

 

(3) 合格内定者数の発表は、令和２年２月１４日（金）１６時とする。 

 

 

７ 合格者の発表 

合格内定者については、令和２年３月１７日（火）９時３０分に志願先高等学校において、合

格者として受検番号を掲示し、発表する。 

 

 

８ 合格内定とならなかった者の後期選抜への応募 

選考の結果、スポーツ特別枠選抜及び前期選抜のいずれにおいても合格内定とならなかった者

は、第１・１ により、改めて応募するものとする。 

 

 

９ その他 

(1) 県内居住者の志願学区外の高等学校への入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「１」による。 

 

(2) 県外からの三重県立高等学校への入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「２」による。 

 

(3) 県内居住者で県外の中学校等卒業者又は卒業見込みの者の入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「３」による。 

 

(4) 志願学区外に居住する県内居住者の、「通学区域に関する規則」別表特例に定める高等学校

への入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「４」による。 
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(2) 期日及び会場    

ア 期  日    令和２年２月６日（木）、７日（金） 

（学力検査については、２月６日（木）に実施し、前期選抜と同じ日程

で行う。また、学力検査以外の検査の日程及び方法等については、当該

高等学校長が志願者に適宜通知する。） 

イ 会  場    志願先高等学校 

 

 

３ 追検査 

(1) 追検査を受けられる者 

スポーツ特別枠選抜を志願する者のうち、検査の当日、病気等やむを得ない理由によってそ

の一部又はすべてを受けられなかった者で、追検査を希望する者。 

 

(2) 受検の手続 

令和２年２月７日（金）１２時までに出身中学校等の校長を通して志願先高等学校長にその

旨を申し出るとともに、スポーツ特別枠選抜追検査受検願書（様式１０）に必要事項を記

入のうえ、追検査受検の理由を証明する書類（医師の診断書等）及び受検票（様式３）を添

えて、速やかに志願先高等学校長に提出する。ただし、２月７日（金）に検査を実施する高等

学校においては、２月７日（金）１７時までに、志願先高等学校長にその旨を申し出るととも

に、所定の手続を行う。 

なお、手続には、入学者選抜又は入学者選考事務に係る証明書（様式２５）の提示を必要と

する。 

既に中学校等を卒業した志願者については、原則として本人が手続を行う。また、県外から

の志願者については、原則として保護者が手続を行う。 

 

(3) 期日及び会場    

ア  期  日    令和２年２月１２日（水） 

イ 会  場    志願先高等学校 

    詳細については、当該高等学校長が志願者に適宜通知する。 

 

(4) 報 告 

   学力検査を実施する高等学校で追検査を希望する申し出があれば、当該高等学校長は速やか

に追検査を実施する教科、人数を三重県教育委員会事務局高校教育課に報告する。 

 

 

４ 選抜方法     

各高等学校の選抜方法は、別表６に示すとおりとする。 

    

 

５ 合格内定者の決定 

(1)  合格内定者は、合否判定会議の審議に基づき、各高等学校長が決定する。 

 

 (2) スポーツ特別枠選抜において合格内定とならなかった者は、第２・４により前期選抜の志願

者として選抜する。 
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６ 合格内定の通知 

(1) 各高等学校長は、令和２年２月１４日（金）９時３０分に、選考の結果をスポーツ特別枠選

抜結果通知書（様式２０）により出身中学校等の校長に通知し、合格内定者には出身中学校等

の校長を通じてスポーツ特別枠選抜合格内定通知書（様式２１）を交付する。また、前期選

の志願者として合格内定した場合は、前期選抜合格内定通知書（様式２１）を交付する。な

お、スポーツ特別枠選抜結果通知書、スポーツ特別枠選抜合格内定通知書、前期選抜合格内定

通知書を受領する際は、入学者選抜又は入学者選考事務に係る証明書（様式２５）の提示を必

要とする。 

合格内定者のうち、既に中学校等を卒業した者については、令和２年２月１４日（金）に、

スポーツ特別枠選抜合格内定通知書を志願者に直接交付する。なお、前期選抜の志願者として

合格内定した場合は、前期選抜合格内定通知書を志願者に直接交付する。 

 

(2) 合格内定の通知を受けた者は、三重県立高等学校に改めて志願することはできないものとす

る。 

 

(3) 合格内定者数の発表は、令和２年２月１４日（金）１６時とする。 

 

 

７ 合格者の発表 

合格内定者については、令和２年３月１７日（火）９時３０分に志願先高等学校において、合

格者として受検番号を掲示し、発表する。 

 

 

８ 合格内定とならなかった者の後期選抜への応募 

選考の結果、スポーツ特別枠選抜及び前期選抜のいずれにおいても合格内定とならなかった者

は、第１・１ により、改めて応募するものとする。 

 

 

９ その他 

(1) 県内居住者の志願学区外の高等学校への入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「１」による。 

 

(2) 県外からの三重県立高等学校への入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「２」による。 

 

(3) 県内居住者で県外の中学校等卒業者又は卒業見込みの者の入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「３」による。 

 

(4) 志願学区外に居住する県内居住者の、「通学区域に関する規則」別表特例に定める高等学校

への入学志願について 

「令和２年度三重県立高等学校への志願学区外及び県外からの入学志願者等取扱要項」の

「４」による。 
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